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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第４区分
【発行日】平成22年8月19日(2010.8.19)

【公開番号】特開2008-59737(P2008-59737A)
【公開日】平成20年3月13日(2008.3.13)
【年通号数】公開・登録公報2008-010
【出願番号】特願2007-178821(P2007-178821)
【国際特許分類】
   Ｇ１１Ｂ   5/02     (2006.01)
   Ｇ１１Ｂ  11/10     (2006.01)
   Ｇ１１Ｂ   5/31     (2006.01)
   Ｇ１１Ｂ   7/135    (2006.01)
   Ｇ０１Ｑ  60/22     (2010.01)
   Ｇ０１Ｑ  80/00     (2010.01)
【ＦＩ】
   Ｇ１１Ｂ   5/02    　　　Ｔ
   Ｇ１１Ｂ  11/10    ５０２Ｚ
   Ｇ１１Ｂ   5/31    　　　Ａ
   Ｇ１１Ｂ   7/135   　　　Ａ
   Ｇ０１Ｎ  13/14    １０１Ｂ
   Ｇ０１Ｎ  13/10    　　　Ｊ

【手続補正書】
【提出日】平成22年7月5日(2010.7.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口部を有する光伝送用の金属膜において、
　前記開口部の入口及び出口のサイズが異なり、前記開口部の側面は、曲面であることを
特徴とする金属膜。
【請求項２】
　前記開口部は、前記金属膜の突出部によって断面Ｃ型に形成されていることを特徴とす
る請求項１に記載の金属膜。
【請求項３】
　前記開口部の入口と出口との間の任意の位置で切った前記開口部の断面は、前記開口部
に入射する入射光と共振を起こす形状を有することを特徴とする請求項１に記載の金属膜
。
【請求項４】
　前記開口部の入口と出口との間の任意の位置で切った前記開口部の断面は、前記開口部
に入射する入射光と共振を起こす形状を有することを特徴とする請求項２に記載の金属膜
。
【請求項５】
　前記開口部の入口と出口との間の任意の位置で前記開口部の長軸方向の幅ａは次の式で
決定されることを特徴とする請求項４に記載の金属膜：
　ａ＝（ａ０＋ａ１ｚ＋ａ２ｚ２）Ｍ
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　ここで、ａ０＝３．９６２３１、ａ１＝－０．００１３７、ａ２＝－０．０００２であ
り、
　ｚは、前記入口から前記任意の位置までの距離であり、
　Ｍは、前記突出部の終点と該終点と対向する前記金属膜との間の最短距離であり、前記
開口部に入射される入射光によって決定される定数である。
【請求項６】
　前記開口部の入口の周りに溝部がさらに備えられていることを特徴とする請求項１に記
載の金属膜。
【請求項７】
　光導波路と、
　前記導波路の出力端に付着された請求項１に記載の開口部を有する金属膜と、を備える
ことを特徴とする光伝送モジュール。
【請求項８】
　前記開口部の入口と出口との間の前記開口部断面は、入射光と共振を起こす形状を有す
ることを特徴とする請求項７に記載の光伝送モジュール。
【請求項９】
　前記開口部断面は、長方形の第１部分と、前記第１部分の長軸に沿う両側部から前記第
１部分と垂直ないずれか一方向に延長され、互いに離隔された二つの第２部分とからなり
、
　前記第１部分の長軸長をａ、前記第１部分の短軸長をｄ、前記第２部分の延長された長
さをｂ／２、前記第２部分間の離隔距離をｓ、前記金属膜の厚さに相当する前記開口部の
深さをｔとすれば、
　前記開口部の入口であるｚ＝０と出口であるｚ＝ｔとの間の位置ｚで前記ａ、ｂ、ｄ及
びｓは、次の式１ないし式４によって決定されることを特徴とする請求項７に記載の光伝
送モジュール：
　<式１>ａ＝（ａ０＋ａ１ｚ＋ａ２ｚ２）Ｍ
　ここで、ａ０＝３．９６２３１、ａ１＝－０．００１３７、ａ２＝－０．０００２であ
り、
　<式２>ｂ＝２Ｍ
　<式３>ｄ＝Ｍ
　<式４>ｓ＝－（２Ｍ／ｔ）ｚ＋３Ｍ
　前記式１ないし式４で、Ｍは定数である。
【請求項１０】
　前記Ｍは、前記ａ及びｓが３Ｍ及びＭである時、次の式によって決定されることを特徴
とする請求項９に記載の光伝送モジュール：
【数１】

　ここで、λｃは、入射光の遮断波長である。
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